
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年５月１０日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（橋脚）   

発生日時 平成２３年９月２２日 ０４時３８分ごろ 

発生場所 佐賀県唐津市鷹
たか

島
しま

肥前
ひぜん

大橋橋脚  

鷹島肥前大橋橋梁灯（Ｃ１灯）から真方位０４０°２００ｍ付近 

（概位 北緯３３°２６.４５′ 東経１２９°４７.３１′） 

事故調査の経過 平成２３年９月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

油送船 大和
やまと

丸、１４９トン 

１３３５１６、山下海運有限会社 

 ３９.３１ｍ×７.３０ｍ×３.１０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、４４１kＷ、平成５年９月２５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４７歳 

五級海技士（航海）（履歴限定） 

 免 許 年 月 日 昭和６３年７月２８日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成２０年７月９日 

  免状有効期間満了日 平成２５年７月２７日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 左舷船首部を大破 

橋脚 水線上に擦過傷及び縦型フェンダー１本に約５０㎝の曲損 

 事故の経過 

 

本船は、船長ほか２人が乗り組み、平成２３年９月２２日０４時００分

ごろ、時化
し け

のために伊万里湾内で仮泊していた錨地から関門港に向けて出

航し、長崎県松浦市鷹島と唐津市肥前町西岸間の日比
ひ び

水道に向かった。 

本船は、日比水道南口を北上し、同水道を横断する鷹島肥前大橋に点灯

する灯火を認めたが、同橋肥前町側の台ケ埼沖の浅所（水深１.８ｍ）及び

日比水道中央部付近のツヅラ瀬（水深２.２ｍ）から針路を離すことに意識

を集中していたことから、鷹島肥前大橋の肥前町側の橋脚（第４橋脚）

（以下「本件橋脚」という。）の存在を失念していた。 

船長は、０４時３４分ごろ、台ケ埼沖の浅所に接近しないよう針路を約

３２３°（真方位）に定め、約８.５ノットの対地速力でレーダーを作動さ

せていたものの画面を見ず、鷹島肥前大橋が表示されていないＧＰＳプロ

ッターを見ながら、機関長を見張りに当たらせ、手動操舵で航行した。 

船長は、鷹島肥前大橋に接近するに伴い、視認していた橋梁の灯火が船

橋の窓上の視界から消え、船首方に橋脚灯（黄色）が見えていたものの、

目視のみで見張りを行っていたので、同橋脚灯が遠方にあるように見え、
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本件橋脚に接近していることに気付かなかった。 

船長は、突然、船首方至近に現れた橋脚灯が反射した白い大壁に驚き、

右舵一杯としたが、０４時３８分ごろ本件橋脚基部に左舷船首が衝突し

た。 

本船は、鷹島肥前大橋北側で漂泊し、本件橋脚に衝突したことを関係先

に連絡した。 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐  下げ潮の初期 

その他の事項 本船は、Ａ重油３００kℓを積載し、船首約２.２ｍ、船尾約３.０ｍの喫

水であった。 

本船は、備え付けていた海図が古く、鷹島肥前大橋が記載されておら

ず、また、ＧＰＳプロッターのデータも更新されていなかったので、同橋

が表示されていなかった。 

鷹島肥前大橋には、中央部の橋梁標及び橋梁灯（赤色及び緑色）によ

り、通航帯（２４０ｍ）が示されていた。 

船長は、伊万里港に年に５～６回入港し、出港後、日比水道を航行する

ことが年に２～３回あったが、同水道の夜間航行は年に１回程度であり、

平成２１年４月ごろ鷹島肥前大橋が開通して以来、夜間航行の経験が１～

２回しかなく、同橋の夜間状況について余り記憶がなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、日比水道を北進中、船長が、鷹島肥前

大橋を通過する際、針路をツヅラ瀬から離すこと

に意識を集中し、適切な見張りを行っていなかっ

たことから、船首方の本件橋脚に気付かずに航行

し、本件橋脚に衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、日比水道を北進中、船長が、鷹島肥前大橋を

通過する際、針路をツヅラ瀬から離すことに意識を集中し、適切な見張り

を行っていなかったため、船首方の本件橋脚に気付かずに航行し、本件橋

脚に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・海図、ＧＰＳプロッター等の情報更新に努め、不慣れな夜間航海をす

る場合には、出航前に海図等で予定航行経路の調査を行うこと。 

・視覚、聴覚などあらゆる手段により、常時適切な見張りを行うこと。 

 




